
第６号様式（第６条関係） 

会  議  概  要  

会 議 名 第２回平塚市立小学校及び中学校通学区域再編成委員会 

開催日時 
平成３０年９月１４日（金） 

午後２時から午後３時まで 

会  場 平塚市立大神公民館 図書室兼会議室 

出 席 者 

委員１０人（茂田委員長、石黒副委員長、髙橋委員、中川委員、

望月委員、尾﨑委員、太田委員、樽木委員、平井委員、中村委

員） 

事務局５人（教育指導担当部長、学務課長、学務課長代理、学務

課担当者２人） 

議  題 

平塚市立相模小学校移転に伴う平塚市立相模小学校及び神田小学校通

学区域の再編成について 

 

公開・非公開 公開 傍 聴 者       ０ 人 

【審議等概要】 

 

第１回委員会で説明した資料を基に各委員の所属団体等において話し合った内

容を審議した結果、現在相模小学校の通学区域の一部である田村４丁目８～３７

番、田村６丁目９～２６番、田村８丁目４～７番、２３～２５番、田村９丁目は

神田小学校の通学区域へ再編成することが、学校規模、通学時間・距離、自治会

等の点からも妥当であるとの結論を得た。 

 また、７名の委員から変更区域内に居住する在校生及び未就学児に対する配慮

と丁寧な説明は十分に行うべきとの意見が出されたため、教育委員会としては平

成３１年１月に保護者等を対象とした説明会を実施し、来年度新入学児童からあ

らかじめ手続を行えば神田小学校へ入学ができるように、また、相模小学校在校

生についても正式に通学区域の変更が決定された時点であらかじめ手続すること

により卒業まで通学できるように配慮をする考えであることを説明した。 

問合せ先 

（事務局） 

平塚市教育委員会 学校教育部 学務課 学務担当 

電話番号：０４６３－３５－８１１８ 

 


